
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
四
号

旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

旅
館
業
法
施
行
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
一
月
奈
良
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。題

名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

奈
良
県
旅
館
業
の
業
務
の
適
正
な
運
営
の
確
保
等
に
関
す
る
条
例

第
四
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
三
条
中
「
旅
館
業
を
営
む
者
」
を
「
営
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
営
業
」
を
「
旅
館
業

」
に
、
「
毎
日
」
を
「
定
期
的
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
営
業
」
を
「
旅
館
業
」
に
改
め
、
同

条
第
六
号
ア
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ア

旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
の
客
室

以
外
の
客
室
に
あ
つ
て
は
、
床
面
積
三
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
人
。
た
だ
し
、

(1)

(2)
団
体
の
宿
泊
者
を
宿
泊
さ
せ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
公
衆
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
き
は
、
床
面

積
二
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

寝
台
を
置
く
客
室
に
あ
つ
て
は
、
床
面
積
四
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
人
。
た
だ
し
、

(2)
団
体
の
宿
泊
者
を
宿
泊
さ
せ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
公
衆
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
き
は
、
床
面

積
三
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
第
六
号
イ

中
「
あ
つ
て
は
、
床
面
積
」
の
下
に
「
（
階
層
式
寝
台
を
置
く
場
所
の
床
面
積

(2)

を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
イ

た
だ
し
書
中
「
床
面
積
三
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
二
人
」
を

(2)

「
当
該
寝
台
の
階
層
ご
と
に
床
板
の
面
積
一
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
人
」
に
改
め
、
同
条
第
十

号
ウ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ウ

そ
の
他
適
切
に
洗
濯
、
管
理
等
を
行
う
こ
と
。

第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
第
一
条
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
八
号
」
に
、
「
ホ
テ
ル
営

業
」
を
「
旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
類
す
る
設
備
」
の
下
に
「
（
次
項
第
一

号
に
お
い
て
「
玄
関
帳
場
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ア
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ア

事
務
を
行
う
の
に
適
し
た
広
さ
を
有
す
る
こ
と
。



第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
号
エ
及
び
オ
並
び
に
同
項
第
二

号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
六
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
削
り
、
同
項
第
八

号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
九
号
を
削
り
、
同
項
第
十
号
中
「
定
員
数
以
上
保
有
し
て
い
る
」
を

「
宿
泊
者
の
定
員
に
応
じ
て
十
分
な
数
を
有
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
宿
泊
し
よ
う
と
す
る
者
の
確

認
を
適
切
に
行
う
た
め
の
設
備
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
が
設
け
ら

れ
て
い
る
場
合
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

玄
関
帳
場
等
に
代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
そ
の
他
善
良
の
風
俗
の
保
持
を

図
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

事
故
が
発
生
し
た
と
き
そ
の
他
の
緊
急
時
に
お
け
る
迅
速
な
対
応
の
た
め
の
体
制
が
整
備
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

第
一
条
第
三
項
中
「
第
一
条
第
三
項
第
七
号
」
を
「
第
一
条
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一

号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
た
だ
し
書
中
「
、
宿
泊
者
の
数
を
十
人
未
満
と
し
て
法
第
三
条

第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
な
さ
れ
た
施
設
で
あ
つ
て
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第

四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
号
」
に
、
「
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
及
び
第
八

号
か
ら
第
十
号
ま
で
並
び
に
前
項
第
一
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号

と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
条
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
第
一
条
第
一
項
第
八
号
」
に
、
「
ホ
テ
ル

営
業
」
を
「
旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
」
に
、
「
、
同
条
第
二
項
第
十
号
の
条
例
で
定
め
る
旅
館
営
業
の
施

設
の
構
造
設
備
の
基
準
又
は
同
条
第
三
項
第
七
号
」
を
「
又
は
同
条
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
、
「
、

第
二
項
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
条
第
四
項
第
五
号
」
を
「
第
一
条
第
三
項
第
五
号
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

寝
具
類
は
、
適
当
な
数
を
有
す
る
こ
と
。

第
一
条
第
五
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
号
」
に
、

「
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
、
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
及
び
第
三
号
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
条
を
第
二
条
と
し
、
第
一
条
と
し
て
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
本
県
に
お
け
る
観
光
旅
客
の
宿
泊
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
、
国
内
外
か
ら
の

観
光
旅
客
の
宿
泊
に
対
す
る
需
要
に
的
確
に
対
応
し
て
こ
れ
ら
の
者
の
来
訪
及
び
滞
在
を
促
進
す
る

こ
と
が
課
題
と
な
つ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八



号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
及
び
そ
の
他
の
旅
館
業
の
業
務
の
適
正
な
運
営
の
確
保
等
に

必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

本
則
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

（
営
業
者
の
努
力
義
務
）

第
六
条

営
業
者
は
、
旅
館
業
の
施
設
の
整
備
及
び
宿
泊
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
等
に
関
し
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
又
は
施
設
の
利
用
に
係
る
身
体
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
る

そ
の
移
動
上
又
は
施
設
の
利
用
上
の
利
便
性
及
び
安
全
性
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
措
置

二

外
国
語
等
に
よ
る
情
報
の
提
供
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
観
光
に
関
す
る
情
報
の
閲
覧

を
可
能
と
す
る
た
め
の
措
置
、
座
便
式
の
水
洗
便
所
の
設
置
そ
の
他
の
外
国
人
観
光
旅
客
の
旅
館

業
の
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
係
る
利
便
を
増
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
旅
館
業
の
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

措
置

（
外
国
人
観
光
旅
客
で
あ
る
宿
泊
者
の
快
適
性
及
び
利
便
性
の
確
保
）

第
七
条

営
業
者
は
、
外
国
人
観
光
旅
客
で
あ
る
宿
泊
者
に
対
し
、
旅
館
業
の
施
設
の
設
備
の
使
用
方

法
に
関
す
る
外
国
語
を
用
い
た
案
内
、
移
動
の
た
め
の
交
通
手
段
に
関
す
る
外
国
語
を
用
い
た
情
報

提
供
そ
の
他
の
外
国
人
観
光
旅
客
で
あ
る
宿
泊
者
の
快
適
性
及
び
利
便
性
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必

要
な
措
置
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
へ
の
悪
影
響
の
防
止
に
関
し
必
要
な
事
項
の
説
明
）

第
八
条

営
業
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
宿
泊
者
に
対
し
、
騒
音
の
防
止
の
た
め
に
配

慮
す
べ
き
事
項
そ
の
他
の
旅
館
業
の
施
設
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
へ
の
悪
影
響
の
防
止
に
関
し
必

要
な
事
項
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

営
業
者
は
、
外
国
人
観
光
旅
客
で
あ
る
宿
泊
者
に
対
し
て
は
、
外
国
語
を
用
い
て
前
項
の
規
定
に

よ
る
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
苦
情
等
へ
の
対
応
）

第
九
条

営
業
者
は
、
旅
館
業
の
施
設
の
周
辺
地
域
の
住
民
か
ら
の
苦
情
及
び
問
合
せ
に
つ
い
て
は
、

適
切
か
つ
迅
速
に
こ
れ
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旅
館
業
の
業
務
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
体
制
整
備
）

第
十
条

営
業
者
は
、
法
第
六
条
第
一
項
及
び
前
二
条
に
規
定
す
る
義
務
の
履
行
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
つ
て
、
旅
館
業
の
業
務
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
必
要
な
体
制
を



整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
条
第
一
項
の
宿
泊
者
名
簿
の
正
確
な
記
載
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
及
び
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
説
明
に
必
要
な
機
器
、
設
備
又
は
装
置
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

旅
館
業
の
施
設
の
周
辺
地
域
の
住
民
か
ら
の
苦
情
及
び
問
合
せ
に
適
切
か
つ
迅
速
に
対
応
で
き

る
こ
と
。

（
知
事
へ
の
定
期
報
告
）

第
十
一
条

営
業
者
は
、
宿
泊
者
数
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
、
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
営
業
者
の
公
表
）

第
十
二
条

知
事
は
、
営
業
者
に
関
し
、
規
則
で
定
め
る
事
項
を
旅
館
業
の
施
設
ご
と
に
整
理
し
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
中
「
第
一
条
関
係
」
を
「
第
二
条
関
係
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
本
則
に
七
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
七

条
、
第
八
条
、
第
十
条
第
一
号
及
び
第
十
一
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
を
営
ん
で
い

る
者
が
そ
の
営
業
に
供
し
て
い
る
施
設
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
旅
館
業
法
施
行
条

例
第
三
条
第
六
号
ア
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
十
五
日
ま

で
は
、
引
き
続
き
同
号
ア
の
基
準
に
適
合
す
る
限
り
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
旅
館
業

の
業
務
の
適
正
な
運
営
の
確
保
等
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
六
号
ア
の
旅
館
・
ホ
テ
ル
営
業
の
客
室

の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。
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